
  

 
  

 
 

 
 
 
 

１６年分の申告に対するサービス 

Ｑ：確定申告が始まりましたが、今年度は

どんな納税者サービスがありますか？ 

 

Ａ：国税庁のホームページにある申告書作

成コーナーの機能が拡充されたり、タッチパ

ネルが増設されたりしています。 

【解説】 

 ２月16日から所得税の確定申告がスタート

しました。 

 今年度に行われる国税庁の納税者サービス

の特徴は、次のようになっています。 

１．国税庁のホームページにある確定申告書

等作成コーナーでは、消費税の確定申告

書や青色申告決算書等の作成ができるよ

うになっています。また、確定申告特集

ページも開設されており、医療費控除や

住宅ローン控除の申告方法など、確定申

告に必要な情報がわかりやすくまとめら

れています。 

２．還付申告センターが、全国の駅や街の中

心部46ヶ所に設置されました。 

３．全国の税務署にあるタッチパネルが

4,756台に増設されました。 

４．２月20日と27日の日曜日に確定申告の相

談、受付が行われる(一部の税務署に限ら

れます)とともに、電話相談も行われます。 

５．ｅ－ＴＡＸを利用して作成したデータの

送信可能時間が２月16日から３月15日の

間に限り、平日は午前９時から午後11時

まで、日曜日は午前９時から午後９時ま

でと大幅に拡大されます(通常は平日午

前９時から午後９時まで)。 
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